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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第75期

第１四半期累計期間
第74期

会計期間
自2021年８月１日
至2021年10月31日

自2020年８月１日
至2021年７月31日

売上高 （千円） 1,655,342 8,326,296

経常利益又は経常損失（△） （千円） △140,103 319,752

四半期純損失（△）又は当期純利

益
（千円） △96,543 244,305

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 80,000 80,000

発行済株式総数 （株） 1,751,372 1,751,372

純資産額 （千円） 1,128,123 1,041,093

総資産額 （千円） 6,538,088 5,798,859

１株当たり四半期純損失（△）又

は１株当たり当期純利益
（円） △67.78 185.46

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － －

１株当たり配当額 （円） － 19

自己資本比率 （％） 17.3 18.0

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．第74期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式数は存在するものの、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

　　第75期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

３．当社は、第74期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第74期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第

１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行ってお

りません。

　また、当第１四半期会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を

適用しております。詳細は、「第４　経理の状況　１四半期財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」に記載のとお

りであります。

 

（１）財政状態の状況

（資産）

　当第１四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ７億39百万円増加し、65億38百万円となりました。

　流動資産につきましては、前事業年度末に比べ５億66百万円増加して42億３百万円となりました。主な変動要因

は、受取手形及び売掛金が３億６百万円増加したことによるものであります。また、固定資産につきましては、新規

出店により前事業年度末に比べ１億72百万円増加し、23億34百万円となりました。

（負債）

　負債につきましては、前事業年度末に比べ６億52百万円増加し、54億９百万円となりました。

　流動負債につきましては、前事業年度末に比べ５億16百万円増加し、35億69百万円となりました。主な変動要因

は、前受金が４億93百万円増加したことによるものであります。また、固定負債につきましては、前事業年度末に比

べ１億35百万円増加し、18億40百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が１億61百万円増加したことによ

るものであります。

（純資産）

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ87百万円増加し、11億28百万円となりました。主な変動要因は、四半

期純損失を96百万円計上し、前期の期末配当25百万円を実施した一方で、上場時の自己株式の処分により自己株式が

１億40百万円減少し、資本剰余金が66百万円増加したことによるものであります。

 

（２）経営成績の状況

　当第１四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進んだことで、

９月以降新規感染者数は減少傾向に転じているものの、度重なる緊急事態宣言発出等の影響により、個人消費の動向

等は依然厳しく、景気の先行きは不透明な状態が続いております。

　当社が属するオーダースーツ業界におきましても、新型コロナウイルス感染拡大の長期化による消費マインドの悪

化や在宅勤務の広がりなど働き方の変化によるスーツ需要の落ち込み等の影響は大きく、厳しい事業環境が続いてお

ります。

　このような状況の下、当社におきましては、「Enjoy Order　すべてのお客様にオーダーメイドを楽しんでいただ

く」のコンセプトのもと、アフターコロナを見据え、新規出店や新たなオーダー商品の開発等に取り組んでまいりま

した。

　まず、当第１四半期累計期間における新規出店といたしましては、10月23日に愛知県３店舗目となる「GINZA

Global Style COMFORT　名古屋広小路通り店」、兵庫県初出店となる「GINZA Global Style COMFORT　神戸三宮店」

を出店いたしました。当該店舗の出店は、同地域での更なる新規顧客の獲得を加速させると同時に、顧客利便性の向

上に大きく寄与しております。

　上記新規出店を含め、当第１四半期累計期間末の店舗数は29店舗となりました。

　また、新たなオーダー商品の開発といたしましては、コーディネート商品としてオーダーニットやレディスオー

ダーコート等も新たに商品ラインナップとして加え、フェアの開催などによる積極的な販売促進施策を実行いたしま

した。

　以上のような取り組みの結果、売上高につきましては、16億55百万円となりました。

　販売費及び一般管理費につきましては、新規出店に伴う地代家賃やWEB広告施策実施による広告宣伝費等が増加し

たことから10億23百万円となりました。

　損益面につきましては、営業損失１億42百万円、経常損失１億40百万円、四半期純損失96百万円となりました。

　なお、当社が営むオーダースーツの販売事業は、事業の性質上売上高に季節的変動があり、他の四半期会計期間に

比べ、第１四半期会計期間の売上高の割合が低くなる傾向があります。

　当社はオーダースーツの販売店舗を運営する事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。
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（３）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,000,000

計 7,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年10月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2021年12月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 1,751,372 1,751,372

東京証券取引所

JASDAQ

（スタンダード）

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。単元

株式数は100株でありま

す。

計 1,751,372 1,751,372 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年８月１日～

2021年10月31日
- 1,751,372 - 80,000 - 26,634

 

（５）【大株主の状況】

　　　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年７月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

    2021年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 434,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,317,200 13,172

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

なお、単元株式数は100株

であります。

単元未満株式 普通株式 172 － －

発行済株式総数  1,751,372 － －

総株主の議決権  － 13,172 －

 

②【自己株式等】

    2021年10月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

タンゴヤ株式会社
大阪市中央区淡路町

三丁目５番１号
434,000 － 434,000 24.78

計 － 434,000 － 434,000 24.78

　　　（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は、290,004株となっております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　なお、当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年８月１日から2021年10

月31日まで）及び第１四半期累計期間（2021年８月１日から2021年10月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年７月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年10月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,334,807 1,471,077

受取手形及び売掛金 274,925 581,114

商品及び製品 192,265 212,319

仕掛品 56,309 123,443

原材料及び貯蔵品 1,689,122 1,740,950

その他 99,977 88,111

貸倒引当金 △10,028 △13,031

流動資産合計 3,637,380 4,203,986

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,078,050 1,132,880

その他（純額） 404,048 451,501

有形固定資産合計 1,482,098 1,584,381

無形固定資産 175,019 162,480

投資その他の資産 504,361 587,239

固定資産合計 2,161,479 2,334,102

資産合計 5,798,859 6,538,088

負債の部   

流動負債   

買掛金 338,361 381,201

短期借入金 1,250,000 1,150,000

１年内償還予定の社債 69,400 69,400

１年内返済予定の長期借入金 241,722 302,391

未払法人税等 86,476 -

契約負債 - 165,271

前受金 421,897 915,893

賞与引当金 - 20,335

ポイント引当金 163,044 -

その他 481,876 564,907

流動負債合計 3,052,778 3,569,400

固定負債   

社債 172,000 172,000

長期借入金 863,382 1,025,093

退職給付引当金 54,991 53,826

長期未払金 133,989 133,989

資産除去債務 140,294 155,840

その他 340,330 299,815

固定負債合計 1,704,987 1,840,564

負債合計 4,757,765 5,409,964

純資産の部   

株主資本   

資本金 80,000 80,000

資本剰余金 114,242 177,927

利益剰余金 1,280,912 1,159,339

自己株式 △434,061 △289,143

株主資本合計 1,041,093 1,128,123

純資産合計 1,041,093 1,128,123

負債純資産合計 5,798,859 6,538,088
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第１四半期累計期間
(自2021年８月１日
　至2021年10月31日)

売上高 1,655,342

売上原価 774,088

売上総利益 881,253

販売費及び一般管理費 1,023,335

営業損失（△） △142,082

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 114

為替差益 183

賃貸料収入 12,398

物品売却収入 2,416

その他 1,244

営業外収益合計 16,365

営業外費用  

支払利息 8,095

賃貸収入原価 3,066

物品購入費用 1,262

その他 1,962

営業外費用合計 14,387

経常損失（△） △140,103

特別利益  

協力金収入 840

特別利益合計 840

特別損失  

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税引前四半期純損失（△） △139,263

法人税、住民税及び事業税 24

法人税等調整額 △42,744

法人税等合計 △42,719

四半期純損失（△） △96,543
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当

社が運営するポイント制度について、従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれ

る額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイントを顧客に対する履行義務として認識し、

契約負債に計上する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、収益認識基準等の適用による当四半期累計

期間の損益に与える影響はありません。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的取扱いに従って、前事業年度については新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。

 

　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期財務諸表への影

響はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2021年７月31日）
当第１四半期会計期間
(2021年10月31日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 　　　　　　　 1,875,000千円 　　　　　　 1,850,000千円

借入実行残高 1,525,000 1,400,000

　差引額 350,000 450,000

 

（四半期損益計算書関係）

　当社が営むオーダースーツの販売事業は、事業の性質上売上高に季節的変動があり、他の四半期会計期間に比

べ、第１四半期会計期間の売上高の割合が低くなる傾向があります。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

 
当第１四半期累計期間
（自2021年８月１日
至2021年10月31日）

減価償却費 45,958千円

のれんの償却額 5,085
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（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自2021年８月１日　至2021年10月31日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月26日

定時株主総会
普通株式 25,028 19 2021年７月31日 2021年10月27日 利益剰余金

 

２.基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３.株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2021年８月24日に東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場いたしました。上場にあたり、

2021年８月23日を払込期日とする公募による自己株式の処分を行ったことにより、資本剰余金が66,080千円

増加、自己株式が140,000千円減少しております。

　この自己株式の処分により、当第１四半期会計期間末において、資本剰余金が177,927千円、自己株式が

289,143千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、オーダースーツの販売店舗を運営する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当第１四半期累計期間（自　2021年8月１日　至　2021年10月31日）

（単位：千円）

 GS営業部 TANGOYA営業部 その他 合計

スーツ 1,397,411 70,895 － 1,468,307

シャツ 111,938 5,177 － 117,115

その他 45,781 8,004 15,618 69,404

顧客との契約が生じる収益 1,555,131 84,076 15,618 1,654,827

その他の収益 515 － － 515

外部顧客への売上高 1,555,646 84,076 15,618 1,655,342

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自2021年８月１日
至2021年10月31日）

１株当たり四半期純損失 △67円78銭

（算定上の基礎）  

四半期純損失（千円） △96,543

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △96,543

普通株式の期中平均株式数（株） 1,424,457

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

2018年２月21日臨時株主総会

決議の第１回新株予約権

2,162個

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年12月７日

タンゴヤ株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

大阪事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田邉　太郎

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 平塚　博路

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタンゴヤ株式会

社の2021年８月１日から2022年７月31日までの第75期事業年度の第１四半期会計期間（2021年８月１日から2021年10月31

日まで）及び第１四半期累計期間（2021年８月１日から2021年10月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、タンゴヤ株式会社の2021年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論
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付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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